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髙橋　それでは，シンポジウムを始めさせて
いただきたいと存じます。シンポジウムの司
会について，今年は『税法学』の編集委員長
である髙橋祐介と，研究委員長会議の議長で
ある八ツ尾順一会員の２人体制で行いたいと
存じます。
　質問される場合には，所属とお名前を明確
に述べた上で，事前に質問用フォームを通じ
て送っていただいた質問や意見に沿って発言
してください。
　それではまず，田中治会員に対する質疑応
答に参りたいと存じます。租税の定義につい
て，関東地区の木村弘之亮会員から，租税学
説と憲法学説の租税概念の違いと，いずれが

田中会員にとって好ましいのかということに
ついての質問がございます。木村会員，よろ
しくお願いいたします。

租税概念

木村　関東地区の木村でございます。今ご紹
介いただいたとおりなのですが，具体的に申
しますと，現在，税と社会保障を一体化する
という動きもあります。そのような場合に，
租税の概念と税の概念とは同じなのか，違う
のかということはとても大事になります。そ
して議論していただいたように，保険料と保
険税では名前が違うので，「これは84条が適用
されない」などの議論，あるいは判例が出て
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います。先生がご指摘のとおりです。
　そのあたり，憲法学者の宮沢先生などの学
説によれば，広かったのではないですか。な
ぜこの判例や憲法学説が裁判所で採用されな
いのでしょうか。それをお尋ねしたい。
田中　ありがとうございます。先生のご指摘
のとおり，私はこの国保料に関する控訴審あ
るいは最高裁判決は相当に問題が大きいとい
うことで，今回の原稿に書かせていただきま
した。なぜ伝統的な，厳格な租税概念に従わ
ないのかについて，私には理由がよく分かり
ません。原稿にも書きましたように，国保税
と国保料は，その基本的な法構造や実態から
見ても全く同一であるというふうに考えます
と，端的に言うと「税」だと言ってよいと思
います。
　そうすると，木村先生のご指摘，あるいは
これまでの伝統的な学説が言っているように，
当然憲法84条の租税法律主義ないし租税条例
主義が及ぶというのが一番素直な解釈だろう
と思っています。それをそのように解釈しな
いというのは，控訴審判決等の発想から言い
ますと，要するに収支の均衡論という現実的
な発想が非常に強くて，そしてその結果，租
税の概念や，租税に対する憲法84条あるいは
83条の規律に対する配慮や緊張感が失われて
きていると考えています。
　そういう意味では，先生のご指摘のとおり
と思います。
髙橋　木村会員，よろしいでしょうか。
木村　はい，私も田中先生と同じ方向の考え
です。ありがとうございました。

地方税と応益原則

髙橋　それでは，次の質問に参りたいと存じ
ます。次は，地方税の法原則などに関する質

問をいくつかいただいておりますので，そち
らに移りたいと思います。
　まず関東地区の青栁会員から，地方公共団
体について，なぜ応益原則が強調されるのか
という質問が寄せられています。青栁会員，
よろしくお願いします。
青栁　関東地区の青栁です。私も考えている
のですが，地方公共団体というのは，国と別
に異なるものではなく，要は規模が小さい国
であると考えます。今一般的には，租税の根
拠は「会費説」と言われていますよね。団体
の構成員がその団体の必要な経費をみんなで
負担する。その必要な能力に応じて負担する
と言われているのですが，地方税の場合にな
ると急に「応益原則」が強調されるのはなぜ
なのでしょうか。その背景が，何かあるので
しょうか。
　それからもう一つ，応益説というのはどち
らかというと昔の利益説，つまりアングロサ
クソンの系統が利益説―租税は文明の対価と
言いますが―というようなことが出てくる。
日本の現状は，どちらかというとアメリカや
アングロサクソン流の自由主義経済が出てき
ているので，そういう趣向も入っているのか
なという気もするのですが，その辺りの田中
先生のお考えをお聞きしたいと思います。
田中　ありがとうございます。私はこのご質
問に対して十分な回答ができるかどうか，実
は自信がありません。応益原則がなぜ出てく
るのか，そもそも歴史的にどのような経緯を
経て，一体誰が，あるいはどのようなメンバ
ーがこのような主張をし始めたのかについて
は，実はまだ検証がされておらず，感想めい
たものでしかありませんが，少しお話しさせ
ていただきたいと思います。
　一つの考え得る理由として，憲法92条が定
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めていますように，地方自治の本旨というこ
とで，地方自治を構成する住民自治や団体自
治の上で，地方団体は住民自治の精神で住民
が自らそれを運営していく。そしてそのこと
を通して，住民が自らの福利を向上させてい
くという，いわば地方自治の精神というもの
を税財政の領域に応用し，いわば類推的にそ
のような主張をしているのではないかと思い
ます。
　それには少なくとも二つの面があって，一
つは良かれと思って，つまり住民が自らの住
んでいるところは住民自治の精神で，自らの
負担の上で地方行政を維持しましょうという
積極的な面があるのは否めないと思うのです。
しかし同時に，私が非常に問題だと思ってい
るのは，例えば国税は応能原則で地方税は応
益原則と，殊更に「税の基本原則」だと言い
ながら，一体その法的根拠はどこにあるのか
を必ずしもはっきり明示しないままで対比的
に言うことです。一見すると命題としてはき
れいで「ああ，そうか」と多くの人が納得す
るという面はあるとは思いますが，私も論文
で何度も強調していますように，税の負担能
力のない人間に負担せよというのは無理強い
をするのと同じなので，適切な負担能力を判
定した上で負担を求めるというのが基本であ
ろうと思っています。
　そういう意味では，憲法で言う地方自治の
本旨を税財政の領域にどのようにより具体化
するかというプロセスの中で，国税との対比
で，今言ったような命題がどこかの時点で成
立しそれが流布しているのではないかという
のが，一つの考え得る理由です。
　もう一つの考え得る理由は，私はこれも少
し論文でも書いたのですが，	1980年代に非常
に強くなってきたいわゆる新自由主義の考え

方が税制の中にも非常に強く出てくる。その
一つの影響として，突き詰めて言うと，新自
由主義の考えのモデルは，基本的には市場だ
と思うのです。つまり，給付に対する反対給
付。一定の給付をもらう場合，それに見合う
負担をするのは当たり前だろうということで
す。これは，市場においてはある意味では当
然の原理です。しかし，市場の原理から離れ，
国民や住民が共存共栄していく社会を作って
いくためには，大きな経済力を持っている人
がそうではない人を支えていく。そして人間
集団全体で次の社会に移っていくという，市
場の原理とは違うものがあるのではないかと
思います。
　ところが，応益原則というのは，そのよう
な市場の原理をいわば公的な団体といいます
か，公的な負担に移し替えたという側面もあ
るのではないかと思います。だから一面では，
例えばいわゆるフリーライダーが負担をしな
いままで単に受益のみを得るのは問題だとい
う。それはそのとおりだと思いますが，いく
ら負担したくても負担できない，あるいは生
活や生存で困っている人を社会全体で支えて
いくという点からすると，やはり応益原則の
過度な強調は問題であると考えます。
　今申し上げましたように，私が考えている
のは，一つは憲法92条の住民自治や地方自治
の本旨を税財政の領域でどのように考えるか
という視点からの応益原則です。もう一つは，
特に1980年代以降今日に至るまで，必要以上
に市場の論理，給付に対する反対給付の論理
を強調するものがなお維持されてきていると
いうことにあります。最初に申し上げました
ように，私は歴史的な経緯や，どのような経
緯でそのようになっているかは正確には把握
していませんので，感想の域を出ません。そ
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の点はご容赦をお願いしたいと思います。
青栁　ありがとうございました。

租税立法において応益原則を考慮すること
の限界

髙橋　では，次の質問に参りたいと思います。
応益原則に関して少し話を広げていきたいと
思います。まず，応益原則を租税立法で考慮
することの限界について，関西地区の谷口勢
津夫会員から質問が寄せられています。谷口
会員，３番目の質問だけお願いできますでし
ょうか。
谷口　関西地区の谷口です。それでは，まず
三つ目の質問だけさせていただきます。レジ
ュメのⅡの２の第５で述べておられる応益原
則の法的意味と限界を考えることについて，
ご報告で述べられたことに特に異論はありま
せん。あえて確認のために質問させていただ
くのですが，租税立法について広範な裁量を
認める立場，これが通説判例であると思いま
すが，そういう立場を前提にしても，応益原
則を租税立法において考慮することには限界
があり，その限界は担税力原則ないしは応能
負担原則によって画されると理解してよいで
しょうか。
　昨日の伊川会員のご報告では，固定資産税
の非課税や課税の減免については，応益原則
との関係性が見いだされるとのことでしたが，
そうすると応益原則には課税を根拠付ける意
味だけでなく，課税を制限する意味もあると
考えることができるように思われます。この
点について，お考えをお聞かせください。
田中　ありがとうございます。ご質問の前半
のところに関しては全く同感でして，応益原
則を租税立法に入れるというのは，私は，到
底無理筋の話であろうと思っています。これ

は今の谷口先生のお考えと全く一緒と言って
よいと思います。
　後半の部分に関しては，これは伊川先生の
ご報告との関連で少しデリケートで，私も実
はご質問させてもらおうかなと思っていた項
目なので，ごく簡単に申し上げます。私は，
固定資産税の非課税についての応益原則が影
響しているというのは，少し理解し難くて，
固定資産税の物的非課税の背景というのは，
公共性や公益性によって非課税とするという
説明の方がより適切だと思うのです。もちろ
ん伊川先生のご報告が，そういう意味合いで
「応益」という言葉を使われていたことについ
て特に異論はないのですが，今私が問題にし
ている応益原則と，伊川先生がお使いになっ
た意味合いが同じかどうかというのは，少し
私の理解を超えているところがあり，今の後
半のご質問には，私としてはどうお答えして
いいのかというのがよく分からないので…こ
れ以上言うと妙な議論になりそうなので，一
応ご勘弁をお願いしたいと思います。
谷口　どうもありがとうございました。実は
田中先生のお考えをお聞かせいただいた後，
もし可能ならば伊川先生にコメントをいただ
こうと思っていました。この点については，
また後で田中先生が伊川先生に質問されると
きに伺います。

地方税の法的原則の適用

髙橋　ありがとうございました。応益原則に
つきましては，伊川先生にも多くの質問が寄
せられていますので，またそこで議論をさせ
ていただければと思います。
　続いて，地方税の法的原則の適用について，
納税者が住民である場合とそうでない場合と
で，適用される原則が違うのかというご質問
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が，関西地区の浦東会員から出ております。
浦東会員，よろしくお願いいたします。
浦東　関西地区の浦東です。今回いくつかの
法的な原則は，納税義務者がそこの自治体の
住民である場合と，そこの住民ではない他の
自治体の住民や法人である場合とでは，法原
則の意味するところや働き方は異なると考え
ればよいのでしょうか。それとも，そのこと
と有権者かどうかということは関係ないとお
考えなのでしょうか。
田中　ありがとうございます。恐らくそれは，
結局当該地方団体の課税権の及ぶ範囲と地方
団体の課税権の行使の根拠に関係する問題か
と思います。その問題は，一般論として言う
のはなかなか難しいのではないかと私は思い
ます。通常は，地方自治あるいは住民自治の
観点からすると，そこに居住している住民が
その地方団体のさまざまな行政を支えるとい
うのが本筋で，課税権の行使の基本的な対象
はそこの住民を想定しているのではないかと
思います。
　ただ，そうであるからといって，住民以外
の者に対する課税権の行使はできないかとい
うと，例えば宿泊税や，場合によっては環境
に関連する税金など，地方団体が法定外税と
して作る場合には，人や物が県境等を越えて
移動する。そうすると，そこにおいて生じる
さまざまな行政需要に対するその負担を一体
どうするのかということに関しては，仮にそ
のことによって新たな行政需要が生じ，それ
に対する負担を当該地方団体に住んでいる住
民に負わせるのが必ずしも適切ではないとい
う場合においては，一定の範囲でその住民外
の者に負担を及ぼすというのもあり得ると思
います。それは結局，当該地方団体が当面し
ている問題との関係や，もしそれを税として

設計する場合は，その担税力をどのように考
えるのか，あるいは相手方の権利や利益を必
要以上に侵害するということにならないかど
うかといったような，いくつかの判断基準の
下に考える以外にないのではないかと私は考
えています。
　差し当たり，以上が私の考えです。
髙橋　浦東会員，よろしいでしょうか。
浦東　はい。今のお答えで，どういう構成で
お考えになっているかが分かりました。

地方消費税の評価

髙橋　ありがとうございました。続いて，関
西地区の一高会員から，同じく地方税の法原
則から見た個別の税の評価ということで，特
に地方消費税をどう評価するかというご質問
が寄せられています。一高会員，よろしくお
願いします。
一高　関西地区の一高でございます。今後重
要性を増すであろう地方消費税に関し，田中
先生のご見解をお教えいただければ幸いです。
　田中先生のご論考とご報告では，課税自主
権を巡る二面性を踏まえ，地方税に関しても，
担税力に応じた課税を原則的に貫く立場から，
税負担の配分論としての応益原則は不適切と
され，また近代予算原則や収支均衡論の危う
さを指摘されて目的税は例外的存在であるこ
とを要求しておられます。
　この文脈で事業税の外形標準化，つまり実
質的な消費税化にも否定的なご見解と理解い
たしました。地方消費税は，消費者である個
人に比例税率で税負担を要求し，各自治体に
はほとんど自由もなく，一般住民はその存在
すら意識できておらず，地方自治の本旨にも
もとるように思われます。地方自治体は，た
だ消費統計と人口に応じて税収の配分を受け
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るものであり，本来地方には不向きな再分配
政策である社会保障等にのみ使途が限定され
た実質的な目的税で，現状には大いに問題が
あろうという見方につながるのではないかと
考えました。
　田中先生が現在の地方消費税をどのように
評価しておられるのか，ご論考では直接言及
しておられないので大変恐縮ですが，もしご
教示いただくことができれば幸いでございま
す。
田中　ありがとうございます。今，一高先生
のおっしゃったとおりだと，実は私も考えて
います。そもそも消費税，特に今のような一
般消費税という形を，形の上で国税と地方税
とに分けるような組み立てをするのは，あま
りにも人為的といいますか，明確な根拠がな
いと思います。本来，もしそれを地方税とし
て地方消費税を構築する場合には，当該地方
団体が実際に徴収する，あるいは当該地方団
体が条例でその課税要件を明確にし，その下
で徴収するというのが本筋の姿であると思い
ます。
　今のように消費税として一体として国が徴
収し，それを配分するという，特に地方団体
が配分権のみを持つというのが本来の地方自
治の姿かというと，私はやはりそれは相当問
題があるだろうと思います。何よりも，それ
を地方消費税と言いつつ各地方団体がそれに
対する課税立法権を行使し得ないというのは，
本来の税の姿と言えるのかという点で，私は
相当の問題があるだろうと思います。
　そういう点では，もし今のような姿をなお
維持しないといけないというのであれば，端
的に国税として取って，その後いわゆる地方
交付税のような格好で地方団体に配分する方
が，論理としては素直ではないかと，考えて

います。十分な答えになっているかどうか自
信はありませんが，今考えているのはそのく
らいです。
髙橋　一高会員，よろしいでしょうか。
一高　はい。ありがとうございました。

新税創設の条件

髙橋　それでは，ちょうど地方公共団体の課
税権ということが問題となりましたけれども，
具体的には新税をどのようにするか，法定外
普通税をどうやって設けるかというところが
問題になるかと思います。この点について，
まず関西地区の野一色会員から，新税の創設
の条件についての質問が寄せられています。
野一色会員，よろしくお願いします。
野一色　関西地区の野一色でございます。田
中先生，ご報告ありがとうございました。先
ほどの浦東先生のご質問に重なるかもしれま
せんが，質問フォームに沿ってご質問申し上
げます。
　『税法学』243頁の新税創設に関して，ご教
示をお願いします。税であるということにつ
き，緊張感が必要との整理を示されており，
他に考慮すべき事項があれば，ご教示をお願
いします。
　例えば『税法学』244頁の「住民の支払能力
に応じて負担を担うことを求めるべき」との
お考えに沿えば，ある意味，先ほどお話に出
ました宿泊税（『税法学』262頁）は主として
地域の住民以外の個人に負担を求めるものと
思われますが，支払能力等の基準に照らせば，
新税として妥当なものであるとの理解でよろ
しいでしょうか。先ほどのご回答もあったか
と思いますが，ご教示をお願いいたします。
田中　非常に丁寧にご覧いただいてありがと
うございます。十分な回答ができるかどうか
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自信がありませんが，税であるということに
ついての緊張感を持つ必要があるという意味
について，少しお話しさせていただきたいと
思います。
　例えば先ほど少し触れましたが，国保税と
国保料などで示されるように，なぜ国民健康
保険事業を行うのに二種類のタイプがあるの
かというような問題に関して，恐らく元々国
民健康保険「料」というのが基本的なスタイ
ルであったように考えています。しかし，「税」
としてそれを作ることもできる。ではなぜそ
うかというと，特に都市部ではなくて，地方
で健康保険「税」として採用しているところ
が多いかというと，「税」という名前を付ける
と住民が「これは税金なのだから，当然払わ
ないといけない」という思いを強く持つから
だと説明されます。確かに順法精神という観
点から言うと，それはそれで十分あり得る考
え方だと思います。
　しかし，税というのは基本的には対価，つ
まり個別具体的な給付をし，それに対する反
対給付として負担を求めるというものでは決
してありませんし，やはり基本的には，税収
を確保するというのが本来の姿であるのだと
か，あるいはそれに対してより厳格な課税要
件を決めてより公平で適正な徴収をするのだ
とか，そういういくつかの税としての明確な
規律というのがあるだろうと思います。その
ように税として作る以上はより厳格な，それ
こそ租税法律主義や租税条例主義の明確なコ
ントロールの下に置かないといけないという
ことを，制度設計の際に意識する必要がある，
安易に何とか税，何とか税というような格好
で制度設計するのはいかがなものか，という
のがそもそもの発想です。
　その上で今お話しいただいた宿泊税との関

係で，支払能力をどう考えるのだということ
については，これは少し論文にも書きました
ように，実は宿泊税というものの負担は，地
域によって少し制度設計が違っていますが，
日本の宿泊税の税率構造というのは，例えば
宿泊した人がホテルや旅館に宿泊した宿泊料
金の大きさに比例してその負担を求めるとい
うのは，恐らく基本的にはほとんどのところ
が取っていないと思います。例外として，北
海道のニセコなどの地域では富裕者がスキー
等へ訪れますので，そういう場合については
宿泊料金の何パーセントという決め方をする。
海外の宿泊税あるいは旅行税というようなも
ので言いますと，どうも傾向からすると，ホ
テルや旅館の宿泊料金の大きさ，つまり「そ
れぐらいの高額な宿泊料金を払えるのであっ
たら，その地域においてさまざまな行政需要
を引き起こす場合には，その分について少し
負担してね」というのはあり得る議論だと思
います。
　今の日本の宿泊税の多くは，そのような制
度設計や考え方をどうも取っていない。その
理由は，私は入湯税やゴルフ場利用税が元々
の発想の出発点であるからのような気がして
なりません。例えば入湯税で言いますと，温
泉地のホテル等に宿泊すると，１泊について
150円を標準とする税負担です。そうすると，
温泉地にある地域の１泊１万円のところに宿
泊しようが，10万円のところに宿泊しようが，
150円が標準です。なぜそういうことになるの
かというと，結局温泉地に旅行した人は，単
に宿泊するのみならず，その地域をいろいろ
旅行したり，買い物することによってそれな
りの消費行動をする。そうすると，それなり
の大きさの消費行動が背後にあって，その消
費行動のトータルの消費能力があるから，そ
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れをたまたま一番簡単に把握できる宿泊地で
あるホテルや旅館で捕まえようとする。もし
そのような理屈で制度がつくられているとす
るならば，それはそれで一つの考えかなと思
います。
　それと今のように，100円，200円，500円な
ど，ある程度定額の金額が設定されているの
は，結局特別徴収義務者の負担と便宜を考え
て，特別徴収義務者の方が税率を適用してい
くらになるのだということをあまり考えなく
てよいという要素もあるのではないかと思い
ます。
　そういうふうに考えますと，いわゆる基本
的な担税力の要請というのは一応クリアしつ
つ，なおかつ特別徴収義務者に対する必要以
上の負担を求めないという配慮も併せて，制
度設計がされているのではないかと私は考え
ています。
野一色　ありがとうございました。

法定外普通税創設の手詰まり感

髙橋　ありがとうございました。続いて，法
定外普通税を新たに作ることの手詰まり感に
つきまして，関東地区の西山会員から質問が
寄せられています。西山会員，よろしくお願
いします。
西山　関東地区の西山由美です。私自身は新
税の導入に非常に興味があるので，大変勉強
になりました。ありがとうございます。
　お尋ねしたいのは，地方税における目的性
と応益性についてです。『税法学』583号のご
論文の246頁右側を拝見しますと，地方税にお
いて目的税化や受益者負担性を過度に出すこ
との問題点が指摘されているかと思います。
ただ現実的には，神奈川県の企業税に見られ
るように，地方自治体が新たな法定外普通税

を創設することについて手詰まり感があると
思います。ほとんど重要なものは国税になっ
ているからです。例えば，熱海市のいわゆる
別荘税や太宰府市の歴史と文化の環境税など，
一定の目的性や受益性を打ち出さなければな
かなか税として受け入れられない，あるいは
成立しないという現状があるかと思います。
これについて，現状との関係でどのようにお
考えでしょうか。
　あるいは，こうした地方自治体のむなしい
努力から解放させるためにも，例えばドイツ
のようにいったん基幹税を国で集めておいて
地方と折半するというような抜本的な解決も
考えられるでしょうか。以上です。よろしく
お願いいたします。
田中　ありがとうございます。私は，日本が
ドイツのような連邦制ではなく，基本的に単
一国家という形を取っている中では，やはり
論文でも書きましたように，国家による統制
の下での地方団体間のある種のバランスを担
保するという要請と，もう一つは当該地方団
体の必要な行政需要に応じて新たな税負担を
地方団体独自が創設することができるという
要請の両面があるだろうと思っています。
　その中で今先生のご指摘のあった手詰まり
感ということに関して，私がいろいろ相談を
されたり，地方団体の新税の創設に関与する
ときに真っ先に申し上げているのは，地方税
制の王道は，今言ったような大きな二つの拘
束や二面性がある。それを前提にする中では，
地方税法の下での標準税率である住民税や固
定資産税の税率を引き上げる。当該地方団体
に本当に税収確保が必要で，その必要性があ
るというのであれば，それを正面から住民に
訴えて，やるべきだと言うわけです。ただそ
の次には，なかなかそれをすると首長は大変
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なので，私はこれ以上無理強いをする気はあ
りませんと申し上げている。
　そのようなこともあって私は，少なくとも
地方税法が想定していて，かつ王道なのは，
標準税率として定められているものを正面突
破するという方法であろうと思っています。
そういうことをしないと，先生がご指摘され
ましたように，今，地方団体に残されている
ものは，いくら法定外税を作っていいといっ
ても，ニッチで非常に狭い範囲のものでしか
ない。そういう点では，王道はそういうもの
だということと，あともう一つは先ほども申
し上げましたように，人やさまざまな物が県
境や市境を越えて往来し，新たな行政需要を
生み出すとき，当該地方団体の住民そのもの
にその負担を負わせるのが適切でない場合に
は，必要な範囲での負担を求めるのはあり得
ることではないかと思います。
　最後にご指摘があった点について，確かに
日本の住民自治や地方自治というのは非常に
重要な考えとは思います。しかし，例えばド
イツのような連邦制的な発想に行くまでのエ
ネルギーと発想がどこまであるのかという点
に関しては，むしろその方が，手詰まりとい
うよりはもう鉄板がすぐ横にあるような感じ
の方が強い。日本の現状を前提に，地方自治
あるいは課税自主権を少しずつ少しずつ広げ
ていくという方向で，１歩ずつ１歩ずつ進め
ていく以外ないのではないかというのが今の
ところの考えです。
髙橋　西山先生，よろしいでしょうか。
西山　はい，ありがとうございました。

課税権の根拠には委任命令も含むか・時価
以下評価の場合における納税者救済

髙橋　では続いて，立法の在り方に関しまし

て質問がございます。関西地区の谷口勢津夫
会員から，１番目と２番目の質問をまとめて
よろしくお願いします。
谷口　関西地区の谷口です。地方税法の法原
則に関する基本的な視点として，レジュメの
Ⅱの２の第１で述べておられる「地方税法は
枠法または標準法」であることには異論はな
いと思いますが，そこでいう地方税法には地
方税法施行令・地方税法施行規則といった委
任命令（行政立法）も含むと考えるべきでし
ょうか。
　『税法学』583号の248頁右欄では，「地方自
治に関して定める憲法の規定（92条，94条）
を出発点に置くならば，地方税の課税権の根
拠は，各地方団体が定める条例に根拠を持つ
ものであって，国が地方税のあり方を規制す
る必要がありうるとしても，その場合には，
その規律は法律によらなければならない，と
解するのが適切だと考える」と述べておられ
ますが，ここを読むと，「法律」という立法形
式を重視しておられるように思われます。そ
のように理解してよろしいでしょうか。
　また，そのように理解してよろしいという
ことであれば，地方税法による命令委任につ
いては，所得税法等の国税に関する法律によ
る命令委任の場合と異なる考慮が働くのでし
ょうか。働くとして，その考慮はどのような
ものでしょうか。
　関連して，地方税法には命令委任と並んで，
数はそれほど多くないものの条例委任の規定
が，特に課税の減免・徴収猶予等に関して定
められていますが，命令委任と条例委任とは
どのような関係にあると考えるべきでしょう
か。これが一つ目の質問です。
　二つ目，レジュメⅡの２の第３で述べてお
られる税収の安定的確保の要請と住民の権利
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侵害の可能性に関して，『税法学』583号の243
頁右欄では，「地方税における自主財源の確保
という要請と，公平負担などの納税者の権利
とが衝突する場合には，基本的には，納税者
の権利に傾斜する形でその衝突を解消すべき
だろう」とのご見解を述べておられますが，
ここで言われている「公平負担などの納税者
の権利」というのは，例えば固定資産評価に
ついて，いずれも時価以下評価ではあるが，
多くの者に対しては低評価が行われるのに特
定の者に対してのみ高評価が行われているよ
うな事例において，当該特定の者に対する時
価以下評価だが高評価に基づく固定資産税賦
課決定処分を違法として取り消すというよう
な場合の納税者の権利を考えておられると理
解してよろしいでしょうか。この理解でよろ
しいのであれば，他にどのような場合をお考
えなのかご教示ください。
　以上二つです。よろしくお願いします。
田中　ありがとうございます。非常に難しい
質問で，結論から言うとなかなか答えにくい
というのが率直なところです。
　最初のご質問については，私は単純に地方
税法の大きな枠内で，その範囲を明確に超え
ることは認められていないという大きな縛り
があるのだと，ごくごく一般的な理解をして
いました。そうしますと，ご指摘の法令とい
う点で言いますと，地方税法のみならず地方
税法施行令等も入るのではないかと極めて単
純に考えていました。
　しかし，事案によっては，委任立法の持つ
問題性があって，本来の地方税法が本来規律
しているものとは違う内容のものを決めてい
る施行令等がある場合には，それは当該地方
税法と地方税法施行令との関係で，まず当該
地方税法施行令が地方税法に反しているとい

う部分を処理してから，その次の問題に入る
のではないかと思っています。私があまり深
く考えていなかった点についてご指摘を頂戴
しまして，その点本当に感謝しております。
　次に二つ目の問題ですが，私は，ここで言
っている権利侵害，つまり住民の適正な権利
や利益の侵害については，それぞれ公平負担
や財産権保障等の憲法上の権利保障の条項を
根拠として，それを基本的には優先すべきだ
というのは，ある意味では一般的な言い方で
して，今，先生にご指摘いただいたような時
価以下評価の場合における納税者の救済との
関係は，実は論文を書いた段階では全く考え
ていませんでした。
　この点も伊川先生のご報告等に関連しまし
て，結果的にご質問はしていないのですが，
実は伊川先生にお聞きしたいことがあります。
それは，そもそも７割評価が本当にいいのか
ということです。時価という文言を用いなが
ら現実には７割評価をするという方が，気持
ち悪い。本当はその部分をまずクリアしない
といけないと思うのですが，現実の紛争は一
応今の７割評価を前提にした議論になってい
る。
　恐らく地方団体も，本心はできれば７割評
価ではなくて９割とか10割にしたいと考えて
いると思います。しかし，例えば裁判などの
紛争のリスクやコストを考えると，安全運転
をした方がいいという，もう一つ別の考慮が
ある。私の考え方ですら，本当に「10割評価
をせよ」と力強く言っていいのかと，少し躊
躇がある。私の直感では，７割というよりは
９割前後ぐらいに引き上げてするのがいいの
ではないですかという，非常にいい加減な，
妥協的な言い方しかできないのが現状ですが，
そもそも制度としての時価以下評価が本当に
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それでいいのか，かえって納税者に必要以上
の混乱や紛争を引き起こしているが本当にそ
れでいいのか，という議論がまず前提になる
のではないかと思います。
　本当に的外れの回答で恐縮ですが，差し当
たりは以上でご勘弁ください。
谷口　どうもありがとうございました。実は
私もこれに関連する質問を伊川先生にもして
いますので，またそのときに伺います。どう
もありがとうございました。

所得税寄附金控除部分を住民税から控除す
ることの是非

髙橋　ありがとうございました。では，田中
会員に対する最後の質問でございます。ふる
さと納税における所得税寄附金控除部分を住
民税から控除することの是非ということで，
関東地区の渡辺徹也会員，よろしくお願いし
ます。
渡辺　関東地区の渡辺です。『税法学』583号
260頁で，ふるさと納税のことについて田中先
生は述べられております。ご報告では，恐ら
く時間の関係から端折られた部分がいくつか
あったと思いますので，できればもう少し田
中先生のご見解を伺いたいと思ってお尋ねい
たします。
　先ほどから議論されているように，国税と
地方税の関係というのは，重要な問題を含ん
でいると思います。ふるさと納税にはワンス
トップ特例という制度があります。この特例
を利用した場合，所得税の寄附金控除額部分
は翌年の住民税から控除されることになって
います。これについては，国税庁のホームペ
ージや総務省のホームページ，それから各自
治体のホームページでも，「ふるさと納税ワン
ストップ特例の適用を受ける方は，所得税か

らの控除は発生せず，ふるさと納税を行った
翌年の６月以降に支払う個人住民税の減額と
いう形で控除が行われます」といったように
説明されています。これは「改正税法のすべ
て」等にも書かれているところです。
　そのような扱いになるのは，恐らく所得税
が個人住民税とは異なり，現年課税制度を採
用しているために，申告手続なしで寄附額を
所得から控除することが技術的には難しいと
いうのが理由ではないかと推察します。つま
り，根拠は執行上の理由ということです。し
かし，本来所得税の寄附金控除部分であった
ものを個人住民税から控除するというのは，
理論的には大きな問題があると思われます。
この点について，解決せずにこのままにして
おいてもよいのか，そうではなくて，もし仮
に法改正する必要があるとお考えであれば，
どのような方法があり得るのかについて，ご
教示をお願いいたします。
田中　ありがとうございます。ふるさと納税
に関しては，渡辺先生も十分な研究をされて
いるし，私がむしろ参考にした方なので，あ
まり言うべきでないのかもしれませんが，今
の所得税と住民税の関係やその問題性につい
ては先生のご指摘のとおりだと思います。私
もそれはすべきではないと思います。それが
簡単な結論です。
　あともう一つは，そもそも私はふるさと納
税はやめるべきだと思っています。寄付と税
は全然違う。しかも，「寄付をしました」と言
ってそれを大っぴらに宣伝するような人間が
増えても，私はあまりいいことはないだろう
と思っています。そういう意識が強いのと，
論文でも書きましたが，ささやかな自分の気
持ちとして「寄付をして，それでいい」と思
っている人が「自分の税金が得をした」と思
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うのが，ある意味ではもう支離滅裂な人間像
を想定しているとしか言いようがない。そう
いうようなことも含めて，そもそもふるさと
納税というのが必要かどうかという点を，ま
ず解決するというのが前提ではないかと思い
ます。そういう「そもそも論」にまで返れる
かどうかという議論はあると思いますが，そ
ういうところまでもう１回返って，今先生が
ご指摘になったような問題も含めて，併せて
解決するというのが一番の良い方向かなと思
っています。差し当たりは以上です。
渡辺　ありがとうございました。
髙橋　ありがとうございました。では，以上
で田中会員に対する質問を終了させていただ
きます。まだ質問を寄せていただいていたの
ですが，時間の関係からご勘弁いただければ
と思います。それでは次に，八ツ尾先生よろ
しくお願いします。
田中　ありがとうございました。

ふるさと納税がもたらす納税意識へのプラ
スの効果

八ツ尾　横山会員への質疑応答の司会をさせ
ていただきます，関西地区の八ツ尾です。よ
ろしくお願いします。
　この「地方税をめぐる法的諸問題」という
テーマは，前の本部会で決めたテーマであり
まして，そのときに，税法の観点からばかり
ではなくて，財政学の方からも一つ意見を言
ってもらおうということで決まりました。そ
こで，日本税法学会の会員でもある横山会員
に発表していただいたという経緯があります。
日本税法学会ですから，多くの場合は租税法
の観点から様々な議論をしているのですけれ
ども，今回は財政学の観点から住民税につい
て横山会員に発表していただいたということ

を，ご了解願いたいと思います。
　発表でも，税法学であまりなじみのない「納
税意識」や「納税協力費」などの用語が出て
おり，これに関しても質問が来ていますので，
横山会員からまた説明していただきたいと思
います。
　それではまず納税意識について，ふるさと
納税との関係で，納税意識にとってプラスの
効果があるかどうかという質問が，関西地区
の野一色会員から来ています。野一色会員，
質問をお願いします。
野一色　横山先生，ご報告ありがとうござい
ました。関西地区の野一色でございます。よ
ろしくお願いします。質問フォームに沿って
ご質問を申し上げます。
　納税意識に関して，ご教示をお願いします。
『税法学』277～278頁でご説明されている，ふ
るさと納税が納税意識にとってプラスの効果
があるとの点について，例えば特別徴収の給
与所得者が軽減される税額等の確認を通じて
税負担に関心を示すことになるといったよう
に，住民税の仕組みを積極的に知ろうとする
との意味でプラスになると理解してよろしい
のでしょうか。また，納税意識にとってプラ
スのみの効果があるとの理解でよろしいでし
ょうか。ご教示・ご見解をお願いいたします。
横山　野一色先生，ご質問ありがとうござい
ます。おおむね野一色先生が考えていらっし
ゃるとおりなのですが，ふるさと納税につき
ましても，私が申し上げているのは，まず税
負担という感覚があって，その後納税意識と
いうものが出てきますので，その感覚を刺激
するという意味では非常にプラスがあると思
っています。もちろん先生がおっしゃいます
ように，ふるさと納税というのは仕組みを知
らなければできないものですので，それを知
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ろうというところで，意識に対しては非常に
意味があると思っています。
　ただ，実はマイナス面もないわけではあり
ません。納税意識の面から見ましても，例え
ばふるさと納税は調べるとおよそ20％ぐらい
しかやっている人はいないといわれているの
ですが，「ふるさと納税って何？」とか「よく
分からないからできない」と言う人は，劣等
感を感じてふるさと納税ができないので，意
識が下がり，すごく不安な気持ちになるとい
う意味でマイナスになるともいわれています。
そういう面は納税意識の格差が出るといいま
すか，マイナス面があると考えられます。以
上となります。ありがとうございます。
野一色　ありがとうございました。

税金の使い方が納税意識に与える影響

八ツ尾　どうもありがとうございます。それ
では，次も同じように納税意識についてご質
問があります。関西地区のAlas	Nancy会員，
よろしくお願いします。
Alas Nancy　はい，関西地区のAlas	 Nancy
と申します。よろしくお願いします。横山先
生，面白い発表を聞かせていただき，ありが
とうございました。納税意識について，昨日
横山先生が報告してくださったとおり，納税
意識に影響を及ぼすいくつかの，基本的には
三つのコストがございます。私は心理的コス
トについて興味があるため，次の質問をさせ
ていただきたく存じます。
　それは，市町村が徴収した租税の使い方に
ついてです。特に租税の無駄遣いや乱用があ
る場合は，納税者の納税意識を低下させる一
つの原因にもなり得ると考えることが可能で
しょうか。なお，この件に関しては，研究状
況をご存じでしょうか。例えば，租税の無駄

遣いや乱用がどうやって納税者の納税意識に
対して影響を及ぼすか否かについて，どうか
よろしくお願いします。
横山　Alas	Nancy先生，ありがとうございま
す。初めにおっしゃっていましたように，例
えば市町村の職員の方の税の使い方が悪い場
合は，納税者が税金を払いたくないという気
持ちになりますので意識が下がると思います。
心理的なコストに訴えかけることになります
ので，そういうことは意識にとっても良くな
いですし，協力する気持ちが全然なくなって
しまいますので，税金にとっても非常に良く
ないことだと考えています。
　その意味では，tax	moraleという研究をし
ているTorgler先生という方が論文の中でも
書いておられて，2007年に『Tax	Compliance	
and	 Tax	 Morale』という本を出されていま
す。非常に面白くて，税金というのは多くの
人は払いたくないと思うのですけれど，逆に
なぜ払いたいという人がいるのかという研究
もされているので，もしかするとNancyさん
の興味があるようなことが載っているかもし
れません。またご参考になさってください。
ありがとうございます。
Alas Nancy　ありがとうございます。どの国
においてもこれは一つの大問題なので，その
理由でこの質問をさせていただきました。あ
りがとうございました。

「納税意識」の定義・徴税費用の軽減について

八ツ尾　どうもありがとうございました。そ
れでは，次に関東地区の酒井会員から租税教
育というテーマで質問がきています。酒井会
員は，この辺りをまとめてご質問をお願いし
ます。
酒井　関東地区の酒井です。横山先生，大変
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刺激的なご研究をありがとうございました。
勉強になりました。
　さて，質問フォームに従ってご質問いたし
ます。二つございまして，まず確認なのです
が，先生がご論考やご発表の中で，租税負担
に関して納税者が認識することを「納税意識」
と定義されていらっしゃったわけですが，こ
の認識というものを，納税者が税に対して肯
定的な認識だけに限定された意味でおっしゃ
っておられるのか，それともいわゆる「税金
が嫌いだ」という嫌税感というものも含めて，
それでも税金に関する関心が高いことを含め
て納税意識とおっしゃるのか。そういった納
税者の否定的な見解を含めたところで納税意
識といっているのかというのが一つ目の質問
です。
　もう一つの質問は，広い意味で徴税費用の
軽減という話がありましたが，納税意識の向
上というのは徴税費用の軽減と同じ方向性を
保証するものなのかという点が大きな疑問の
一つでもございます。これは確認なのですが，
例えば年末調整はいろいろとコストがかかる。
しかし納税意識の向上には寄与するという意
味で，反対のベクトルを向いている可能性も
十分にあり得るのではないかと思っておりま
すが，その点について先生のご見解をお伺い
したいと存じます。
横山　ありがとうございます。非常に重要な
視点だと思っております。まず１点目のお話
なのですけれども，「納税意識」と申し上げて
いますのは，「税金のことをきちんと理解し
て，税金というのは払わないといけないとい
うことを理解した上で」という前段が付きま
すので，租税抵抗といわれているものとはい
ったん切り分けて考えております。その中で
納税意識が上がるか下がるかを考えておりま

す。租税抵抗はどちらかといいますと，私の
言葉では負担感や「嫌だな」と思う感覚の方
に近いかなと捉えております。
　それで，二つ目の方が財政学会でもよく話
題になるのですが，一般に年末調整あるいは
源泉徴収は，徴税コストが下がるので非常に
いいとされています。納税意識との関係でベ
クトルの話をされましたけれども，保証され
るかということでいえば，保証されるという
ことにもなりません。少しご説明させていた
だきますと，トータルのコストは公的な徴税
費と納税協力費がありまして，年末調整はあ
くまでも徴税費の方は下がりますけれども納
税協力費は非常に上がりますので，実は私は
年末調整をあまりいいと思っておりません。
納税協力費はどんどん上がっていくことにな
るシステムになりますので，納税協力費と意
識はある程度トレードオフの関係になるとい
うことはいえるのですけれども，トータルは
どうかといわれると，年末調整や源泉徴収は
どうしても徴税費の公的な費用を下げること
になりますので，そのあたりは，保証はなか
なかしづらいと思います。すごくよく見てい
ただいてありがとうございます。
酒井　ありがとうございました。整理が付き
ました。

租税教育

八ツ尾　それでは次に，関西地区の谷口会員
からは四つの質問が来ています。その中にも
納税意識というのがあるのですけれども，こ
の四つを順番に質問していただけますか。
谷口　関西地区の谷口です。納税意識と納税
協力費という税法学的にはほとんど用いられ
ることのない道具概念を用いて，住民税の特
徴を分析し，その方向性を検討されたご報告
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と拝聴いたしました。どうもありがとうござ
いました。門外漢の素人的な質問になります
が，いくつか質問をさせていただきます。
　納税意識の意義は，「税を払うこととはどう
いうことか認識して理解し，税をどのように
とらえているか自分で認識すること」と定義
されていますが，納税意識の涵養・向上には，
租税教育が必要かつ重要ではないかと考えて
おります。昨日のご報告の最後の方で少し触
れられましたが，租税教育に関するご見解を
伺いたいと思います。納税意識の涵養・向上
に有効とされる租税教育の実践例や研究があ
りましたらご教示ください。これが一つ目の
質問です。よろしくお願いします。
横山　はい，分かりました。実は租税教育は，
現在も租税推進協会の方でされていると思い
ますので，税務署や税理士の方がされている
かと思います。そのやっておられることが一
つの取っ掛かりとなるということなのですが，
現状ではなかなか日本人の中での税金の教育
が行き届いていない部分もあると思いますの
で，もう小学校からの教育課程の中に税金に
ついての教育を入れていく必要があるのでは
ないかと，私自身も考えております。財政学
会等の方でも，現在ではOECDの報告で租税
教育に関する問題が非常に出ておりまして，
例えば，租税教育が悪い国では税金を払わな
い人が多いというデータが出ている関係上，
日本でも租税抵抗という言葉がたくさん出て
きていると思いますが，租税教育というのは
そういう租推協だけではなくて，もう科目と
して小学校ぐらいから，小学校・中学校・高
校と行う。大学ではすると思うのですけれど
も，そういう「科目」としてやっていくこと
が，実は全員にとっていいことではないかと
考えております。

個人住民税は累進的か

谷口　どうもありがとうございました。それ
では二つ目の質問ですが，個人住民税は税率
が比例税率である一方，「介護・医療あるいは
福祉サービスなど，受益者が限定されるよう
な分野の比率が高くなればなるほど，個人住
民税は再分配的になる」との佐藤先生のご指
摘もあるところであります。そうすると歳入・
歳出をトータルに見れば，個人住民税は実質
的には累進的と見てよいのでしょうか。もし，
そのように見てよいのであれば，所得税の累
進性とは違いがあるのでしょうか。もし違い
があるとすれば，その違いはどのようなもの
でしょうか。また，その違いは個人住民税と
所得税に関する納税意識にも影響を与えるの
でしょうか。よろしくお願いします。
横山　再分配の問題に関して，論文の地方税
のところで載せていますのは，いわゆる財政
支出を含めての再分配に，結果的になるとい
うことで，どちらかというと，この話は問題
であると，佐藤先生も触れられていると思う
のです。
　地方税があえて比例税になっているという
のは，先ほど田中先生も話題にされておりま
したけれども，やはり「比例税であるべきだ」
という意味で比例税になっているという面が
あります。話が少しそれてきますけれども，
なぜ比例税になっているかというと，公共サ
ービスは多かれ少なかれみんなが利用するも
のなので，公共財というのは等量消費で，競
争がない非競合性を持っているものなので，
「使っていないとはいわせない」という意味
や，できるだけ多くの人が払わなければいけ
ないという意味では，「まず比例税であるべき
だ」と言われていますし，私もそう思います。
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その意味で，地方税は国のように所得再分配
的な役割を持っていないと思いますので，そ
もそも累進税というのはなじまないものだと
思っております。
　その一方で，所得税は，そもそも所得再分
配の機能をやらなければいけません。格差を
埋めるということをしないといけませんので，
累進税という税金の中で税率を上げていって，
高い所得の人からはどんどんたくさん取ると
いう仕組みが必要だと考えていますから，再
分配の意味はやはり少し違うと考えています。

特別徴収義務者と給与所得者との納税意識
の違い

谷口　どうもありがとうございました。それ
では，三つ目の質問をさせていただきます。
個人住民税に関して，特別徴収義務者と給与
所得者との間に納税意識の違いがあります。
『税法学』277頁の右欄では「性質が少し違う」
と書かれていますが，その違いに起因して両
者，すなわち特別徴収義務者と給与所得者と
の間にあつれきが生じることはないのでしょ
うか。むしろ，両者の納税意識の違いは，課
税権者たる地方団体との間においてのみ見ら
れるにすぎないのでしょうか。よろしくお願
いします。
横山　はい。その点は，そのような認識だと
私も考えます。これは，なぜこのようなこと
をわざわざ私が触れたかといいますと，一般
に特別徴収は「特別徴収はすごくコストが安
いですね」とか「意識が低いでしょ」と言わ
れてしまいがちなので，あえて「特別徴収義
務者の人は，人の税金を取るという意味で嫌
な気持ちはあるのですよ」という意味を言い
たくて入れているものです。やはり嫌という
意味の内容が違いますので，「少し意味を分け

て考える必要があります」という意味で触れ
ているということですので，先生がおっしゃ
るような方向の話だと考えます。

『税法学』583号283頁の図表４－２について

谷口　それでは四つ目に，『税法学』283頁の
図表４−２の見方について，ご報告の中で説
明していただきましたが，もう一度確認のた
めに質問をさせていただきます。この図表は，
納税の電子化に伴い，納税意識と納税協力費
とがトレードオフの関係に陥ることを示して
いると理解してよろしいでしょうか。よろし
くお願いします。
横山　はい，そういうふうに読み取ることも
できます。といいますのが，この図は少し読
み取りにくいのですけれども，納税意識のと
ころが低い・高いに分かれておりまして，こ
れは「人によってはここで変わっていくこと
があるのですよ」ということを言っているだ
けで，ベクトルという意味では納税意識と納
税協力費はトレードオフの関係にあるという
ことになります。ただ，納税意識は元々税金
をよく知っている人かどうかということで，
この分かれ道が低い・高いで分かれるので，
「それによって人に違いはありますけど」とい
う注釈付きという意味です。少し複雑な図に
なっておりますが，結論的にはトレードオフ
になるという図です。
谷口　どうもありがとうございました。
横山　ありがとうございました。

住民税を現年課税化した場合の年末調整

八ツ尾　どうもありがとうございました。そ
れでは，続いて関東地区の渡辺会員から質問
をお願いします。住民税を現年課税にした場
合の年末調整を誰が行うかという関係の質問
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だと思いますので，よろしくお願いします。
渡辺　関東地区の渡辺です。『税法学』583号
282頁で，現年所得課税とするためには，源泉
徴収義務者（特別徴収義務者）の負担を低く
抑えるような方向で検討することが重要とい
うご指摘があります。現年課税化に当たって
本当に問題になるのは，実は各月の源泉徴収
より年末調整ではないかと私は考えているの
で，この点を含めてご教示いただければと思
います。現年課税にした場合，現行制度では
存在しない住民税の年末調整は誰が行うと想
定されているのでしょうか。所得税の源泉徴
収義務者，給与の場合であれば給与等の支払
者ということになるのでしょうか。もしそう
だとすれば，住民税の課税ベースが地方団体
ごとに異なっていた場合，相当のコストがか
かることになります。課税ベースがそれなり
に統一されていたとしても，所得税と住民税
では課税ベースが異なります。最終の給与支
払いに際して，所得税に加えて住民税につい
ても年末調整をしなければならないとすれば，
給与等の支払者に時間的に厳しい制約を与え
ることにはならないでしょうか。源泉徴収義
務だけでも大変なのに，さらにそれ以上の負
担を強いるということに問題はないでしょう
か。
　一方で，もし地方団体に年末調整をさせる
とすると，税額計算だけではなく過不足分に
ついても追徴あるいは還付に関わる事務を行
わなければならず，そこに新たな行政コスト
が発生します。このように，年末調整は現年
課税化に当たり大きな障害になると考えます
が，この問題はどうやって解決するのがよろ
しいのでしょうか。ご教示ください。
横山　非常に，ある意味では最も重要な点と
いいますか，そうだというふうに私も考えて

おります。実は先生が見抜いておられたよう
に，最も問題になるのは年末調整です。しか
も，私が考えているストーリーの中でも，こ
の年末調整の新たな現年課税になったときに
も，給与支払者が，源泉徴収義務者が行うと
いうふうに考えておりますので，その点は私
自身もかなり良くない方法を取らざるを得な
いと考えているのです。
　それでもこういう効率化がいいと考えてお
りますのは，まず一つ目に，ここにも触れて
おりますが，地方の自治体が計算していると
いう公的なコストを圧倒的に抑えることがで
きるという点です。あと実は私自身の問題意
識として，この論文だけではなくて，実は年
末調整を非常に問題視しておりまして，源泉
徴収はいいのですけれども，ゆくゆくは年末
調整というのはなくして申告の機会をどんど
ん増やしていく必要があると従来から思って
おります。自分の気持ちがそういうふうなこ
ともあるのだと考えながら想定しているとい
うこともあると思います。現時点の案では，
年末調整はやはり事務負担として増えますの
で，ここは非常に良くない点だということは
認識もしております。ただ，将来的には年末
調整というもの自体はなくして，申告をして
いくべきではないかと考えています。
渡辺　ありがとうございました。賛成です。
私も年末調整廃止論者ですので。
横山　そうですか。
渡辺　はい。この件について少し勉強したと
きに気づいたのですが，どうしても年末調整
がネックになっていて，先生もご論文等で指
摘されているように，いろいろなお役所等で
も検討はしているのです。でも，どうしても
年末調整をどこに持っていくかということの
解が出ていないと思います。ここは，もう所
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得税の年末調整をいっそやめて，ラフな源泉
徴収を行うというのが私の考えであり，そう
いう方向の改正がよいと思っています。今の
お答えを聞いて，納得いたしました。ありが
とうございます。
横山　共感しました。ありがとうございます。

納税協力費

八ツ尾　どうもありがとうございました。そ
れでは関西地区の浦東会員から，徴税費，納
税協力費についてどうするかというご質問が
来ています。浦東先生，よろしくお願いしま
す。
浦東　関西地区の浦東です。ご報告ありがと
うございました。それでは質問させていただ
きます。他の方の質問・質疑を聞いていると，
どうもそうではなさそうに感じているのです
けれども念のためおたずねします。個人住民
税の所得割について，それを念頭に議論して
いただいたと思うのですが，納税協力費は納
税者が負担しているということですよね。
横山　はい，そうですね。
浦東　ですから，納税協力費の分を本来の納
税額から控除して，実際に徴収するのは納税
協力費を差し引いた分である。このような考
え方は，そもそもおかしいのではないでしょ
うかという質問なのです。納税協力費という
のは，本来払う税金とは別に負担させられる
ものだという前提で議論をされているという
ことでしょうか。
横山　そうです。そういうことですので，今
までの方にもお答えしていますように，私が
特に問題視していますのは，徴税代行させら
れている特別徴収義務者や源泉徴収義務者の
納税協力費です。実はこの点に関しまして，
歴史をずっと調べておりますと，以前日本で

も1940年ごろに徴収交付金というのがござい
ましたようで，その徴収の代行をされている
方が「交付金を納税者１人当たりこれだけく
ださいね」と言う権利を持っていらしたよう
なのです。税額控除というよりは，私はどち
らかというとそのような仕組みを考えており
ます。やはり，明らかに税金以外に負担させ
られている費用というのがありますので，そ
れは代わりにやってあげているからきちんと
国からいただく。昔は日本でもあったわけで
すし，そういうのは本当にあってもいいので
はないかと考えております。
浦東　本来の税額は，それはそれで別だと。
横山　そうです。
浦東　分かりました。ありがとうございます。

現年度課税に向けての地方税務職員のスキ
ルアップ

八ツ尾　どうもありがとうございました。そ
れでは，横山会員への最後の質問ですけれど
も，関東地区の西山会員から質問が来ていま
す。現年度課税に向けての地方自治体の徴税
能力向上はどうすればいいかという，地方税
務職員のスキルアップについてのご質問です。
西山会員，よろしくお願いします。
西山　関東地区の西山です。ご報告を伺いま
して，租税制度は心理作戦であること，租税
教育の重要性などをとても再認識することが
できました。どうもありがとうございます。
　私が質問したいのは，『税法学』583号275頁
以降の，先ほどから議論されている現年度課
税についてです。この現年度課税がなかなか
実現できないのは，地方自治体職員の徴税能
力の問題が大きいのではないかと考えていま
す。例えば，今般の10万円の給付に際しまし
ても，マイナンバーカードの情報処理がうま

255-286_シンポジウム.indd   272 2021/05/12   3:48



シンポジウム

税法学585　273

くいかなくて，地方行政のデジタル化の遅れ
が露呈しているところです。他の公務員試験
とは異なる方式で採用される国税庁の職員と
は異なりまして，地方自治体職員は定期異動
もありますし，税務担当になるのがたまたま
ということもあります。そのため，税務職員
としての意識も相対的に高くはないと思われ
ます。他方，退職時などの応能負担の観点か
らは現年度課税が望ましいとも思いますので，
現年度課税に向けて，自治体職員や税務職員
のスキルアップのために何が必要かお考えを
伺いたいと思います。お願いいたします。
横山　西山先生，ご質問いただきありがとう
ございます。まずは，結論を申し上げますと，
確かに地方の職員の方の徴収能力を上げてい
くこと自体は，実は非常に難しいのではない
かと思っております。徴収一元化などについ
て私が今考えている中でも，地方の職員の方
には税の計算というものをあまりしていただ
かない方向の一元化をする方がいいと考えて
おります。先生がおっしゃっていることに全
く私も共感しますので，一元化を現実ベース
で考えるときには，地方の職員の方に計算や
事務をさせていくということになりますと，
なかなか進まなくなってくると考えておりま
す。
　ですので，文章で論文の方を載せているの
で分かりにくかったかもしれませんが，イメ
ージしている中では，地方の職員の方の計算
などの作業はだいぶ取り除く形のパターンを
考えております。そういう意味では電子化と
いうお話もだんだんあると思うのですが，マ
イナポータルとかそういうものが出てきます
と，さすがに地方の職員の方も，マイナポー
タルをのぞきに行けばいける，計算はしなく
てもいけるという形になると思いますので，

西山先生がおっしゃることに私も共感します。
現実ベースで考えますと，今までのように地
方の職員の方にやらせるという形だと，ずっ
と前年課税のままで行くと私も思いますから，
全く共感いたします。ありがとうございます。
西山　ありがとうございました。
八ツ尾　よろしいですか。ありがとうござい
ました。
　次の伊川会員への質疑応答の司会は，また
髙橋会員にお渡ししますのでよろしくお願い
します。

登録価格が適正な時価を下回る場合について

髙橋　続いて伊川会員の質疑応答に入りたい
と思います。
　まず，憲法原則との抵触に関しまして，先
ほどの田中会員の質疑応答のところでもあっ
た質問でございますけれども，中部地区の中
尾会員から，登録価格が適正な時価を下回っ
た場合には，合法性の原則あるいは公平負担
の原則の観点から問題があるのではないかと
いうご質問です。中尾会員，よろしくお願い
します。
中尾　中部地区の中尾と申します。実は研究
報告１の馬場会員の報告の中にも少し出てき
たのですけれども，裁判所の判例の理解とし
て，登録価格が適正な時価を下回っている場
合には適法となるといった前提で不等号が使
われていましたが，登録価格が適正な時価を
下回るというのは，やはり合法性の原則や公
平負担原則の観点から問題はないのでしょう
かというのが基本的な質問です。
　というのも，最高裁が，登録価格が適正な
時価を上回らないことが適法要件であるとい
う言い回しをしていることについては，登録
価格が適正な時価を下回っている場合には，
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納税義務者において取消訴訟を提起する「狭
義の訴えの利益」，つまりそれで違法になった
としても自分に利益がないので，訴えを却下
されるといったことにつながるから，そのよ
うな言い回しをしているのではないのかとも
思います。そのあたりをご教示いただければ
と思います。
伊川　中尾会員，ご質問ありがとうございま
す。この価格の問題につきましては，登録価
格・適正な時価・固定資産評価額の三つを対
比して，関係性を判例に基づいて整理をした
という報告をさせていただきましたが，昨日
も申し上げましたとおり，本来この三つは一
致するということが法規定上は想定されてい
ると思います。
　ただ，この三つの乖離が見られるという場
合が現実ということですが，まず，三つの価
格，それから中尾会員のご質問でいきますと，
登録価格が適正な時価を下回った場合につい
てはまず，そもそも前提からすれば，合法性
の原則に反するという実態にはなるのだろう
と思われます。
　ただ，現実はこの三つの価格について乖離
が生じているという時点で，もう既に合法性
の原則から外れているような実態になってい
て，その原因というのが，先ほども田中会員
との質疑の中でも出てきましたが，そもそも
この適正な時価というのが，現状，７割評価
ということになっているところが非常に大き
い。そもそもこれが，時価を７割評価と見て
いいかどうかという問題につながってきてい
るのだと思います。
　そうなりますと，現在の適正な時価が７割
評価を前提にしているというところから，そ
れと登録価格などと比較して，どちらが上回
るか・下回るかということが議論されている。

そういう前提からすると，そもそも固定資産
を巡る価格が，法形式的にいえば合法性の原
則や公平負担原則から既にずれている状況に
あるということなのだろうと思います。
　そういうことですので，これがいいかどう
かということについては，そもそも，適正な
時価というものが７割評価でいいかというと
ころから考え直さなければならない問題だと
考えられますし，現状がこうだということを
前提にして，裁判所，最高裁は判断をしてい
ると，私は捉えております。
　訴えの利益の問題につきましては，ご指摘
のように，平成15年判決の第一審判決でその
ような指摘を地方裁判所が実際に行っていま
す。ただ，これについても，時価が７割評価
であることを前提にして，登録価格との比較
ということで判断が示されている状況だと考
えます。そのため，ご指摘についてはそのよ
うに考えられると思いますが，実態が既に乖
離をしているということで裁判所は判断して
いるのだと理解をしております。
中尾　ありがとうございます。

「適正な時価」要件の規範性の相対的低下

髙橋　ありがとうございました。続けて，や
はり憲法原則との関係で質問が来ております。
規範性との関係でございますけれども，関西
地区の谷口勢津夫会員から質問が来ておりま
す。谷口会員，２番目の質問だけお願いでき
ますでしょうか。
谷口　関西地区の谷口です。よろしくお願い
します。ご報告では，評価基準の規範性を高
めることが「適正な時価」要件の規範性の相
対的な低下につながっているという考え方を
述べられたように記憶しておりますが，大変
興味深い考え方であると思われます。そこで，

255-286_シンポジウム.indd   274 2021/05/12   3:48



シンポジウム

税法学585　275

その考え方について私なりに検討してみたの
ですが，次のような理解に至りました。
　すなわち，『税法学』583号304頁右欄で「『登
録価格』が評価基準の定める評価方法に従っ
て決定されているかどうかという点が，同価
格の適法性を判断するための考慮要素として
決定的な地位を占めるに至っている。このよ
うな解釈は，評価基準の規範性を高めるもの
であるが，その根拠は，前掲最高裁平成25年
７月12日判決が示すとおり，『全国一律の統一
的な評価基準に従って公平な評価を受ける利
益は，それ自体が地方税法上保護されるべき
もの』という点に求められよう」と述べてお
られることからすると，評価基準の規範性を
高める実質的な法的根拠は，租税平等主義―
ここでは執行上の原則としての租税平等主義
ということをいいますが―にあると考えられ
ます。
　先ほどの田中会員に対する質問でも少し述
べましたけれども，従来から裁判例において，
固定資産評価のいわゆる時価以下評価の下で，
一般的に評価基準に従い「低評価」が行われ
ている中で，特定の者に対してのみ「高評価」
が行われた場合，当該特定の者に対する「高
評価」が時価以下評価であるにもかかわらず，
租税平等主義違反により違法とされてきまし
たが，このことは，合法性の原則に対する租
税平等主義による制約を通じて，評価基準の
規範性を高めると同時に「適正な時価」要件
の規範性を低下させることを意味するように
思われます。
　そうすると，ご報告で述べられた考え方は，
従来の裁判例を踏まえた考え方であると言っ
てよいように思われます。以上のような理解
でよろしいでしょうか。よろしくお願いしま
す。

伊川　谷口先生，どうもありがとうございま
した。私が報告した内容につきまして，さら
に余りあるような補足をしていただきまして，
私としても，この「適正な時価」要件の規範
性の相対的低下というような裁判例の動向は，
おおむね同じような方向性で捉えております。
　この論文を書くに当たって，かつての裁判
例で時価以下評価であるにもかかわらず，低
評価と高評価を比較して，高評価であっても
違法であるという判断がされてきた。そうい
ったところまで私が踏まえてこのような評価
をしたわけではなく，必ずしもそこまで十分
考えたわけではありませんけれども，ご指摘
いただいて改めて考えてみますと，やはり，
そのような指摘につながるのだろうと思いま
す。
　繰り返しになりますが，そもそも適正な時
価・登録価格・評価額が法形式的には一致す
ることが想定されているにもかかわらず，時
価というものが，特にバブル期の負担増を抑
えるというような政策的な理由に基づいて，
負担調整やさまざまな政策的な措置が取られ
て，そして７割評価ということにもつながり，
時価というもの自体が非常に動いてきた。
　いわば，適正な時価というものが，本来の
登録価格や固定資産税評価額から離れていっ
たという実態があったことが，結果的に，こ
れは一体「時価」といってもどういう時価な
のか，７割評価で本当に時価といえるのかと
いう問題意識が，もしかすると最高裁の中に
もあったというふうにも理解できるのではな
いか。そうなりますと，適正な時価というこ
と自体を固定資産税の課税標準として中心に
据えてこだわる必要性もあまりないと捉えら
れる。
　そこまで裁判所が考えたかどうか分かりま
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せんが，そのような位置付けでいった場合，
やはり登録価格を争う際に何と比較して判断
すべきかとなった場合には，固定資産税評価
額である。それを定めている評価基準の合理
性に沿った適正な評価がされているか，とい
う流れになってきたのではないかと考えられ
ます。
　それからもう１点ですが，このような評価
に関しては，やはり固定資産税が賦課課税で
あることも影響している部分があるのではな
いかと思います。時価というのが非常に幅の
ある概念ですが，それを課税主体の側で賦課
をする場合であったとしても，時価という捉
えどころがない概念を，どれが適切な額かと
いうことになれば，やはり基準に沿った評価
といえるかどうかというところが重視されて
いる。
　このように整理ができるのではないかと考
えますので，谷口先生からご指摘いただいた
ような方向で，結論的に私としても考えてい
くということになります。ありがとうござい
ました。
谷口　どうもありがとうございました。

「受益」の捉え方

髙橋　よろしいでしょうか。それではもう一
つ，田中会員のときにも問題となっておりま
した受益の問題に移りたいと思います。まず，
関西地区の谷口勢津夫会員から受益に関する
質問が出ておりますので，１番目の質問をよ
ろしくお願いします。
谷口　関西地区の谷口です。この質問は，伊
川会員のご見解の確認ということですので，
よろしくお願いします。
　『税法学』583号のご論文の「Ⅱ　課税の根
拠と課税除外をめぐる紛争」に関する294頁の

「検討」の中で，「受益」の捉え方として三つ
のタイプを指摘しておられることが，非常に
興味深く思われました。この点について質問
させていただきます。
　『税法学』294頁右欄では，「課税除外の根拠
は，固定資産税の課税根拠としての応益原則
との結びつきを見出すことができたが，固定
資産税の性質との関係は，財産税および収益
税のいずれによるべきかの特定には至らなか
った。そこで，この点については，固定資産
の評価をめぐる議論を参照する必要があると
考えられる」と述べておられますが，305頁の
右欄では，「固定資産税の性質がどのようなも
のかということは，評価基準の評価方法の定
め方や『適正な時価』ないし『登録価格』の
違法性の判断のなかで演繹的に示されるもの
であって，税の性質を規範として個々の判断
の解釈を行うことは適切ではないといえよう」
と述べておられます。
　そうすると，結局のところ，「受益」の捉え
方としていずれによるべきかは明らかになら
なかったと理解してよろしいでしょうか。よ
ろしくお願いします。
伊川　谷口先生，ありがとうございます。ご
指摘いただきました「受益」の捉え方につい
て，この論文の中や昨日の報告の中でも指摘
はしたものの，結局十分な答えを出せなかっ
たということで，ここはご指摘のとおりとい
うことが回答になります。
　また別の応益原則に関してのご質問にもつ
ながるところなのですが，こういった非課税
などの事例において，裁判所が述べている受
益の可能性というのは，直接的に読めば，固
定資産の所有者が資産価値を享受することが
制限されるという意味に理解できます。
　この資産価値の享受ということの理解です
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けれども，単純に言って，財産を使用できな
いという意味で捉えることができれば，これ
は非常にラフな言い方にはなるのですが，財
産税として固定資産税を捉えているというと
ころにつなげやすいのだろうと思われます。
　ただ，別の観点から見ますと，これは使用
収益を制限しているというニュアンスに読め
る裁判例もございます。具体的に申し上げま
すと，『税法学』の289頁・290頁あたりで取り
上げています公共の用に供する道路の非課税
を巡っての事例で，特に福岡高裁の判断が，
「所有者による私権の行使が制限され，自由に
使用収益することができず，受益の可能性が
ないことを要する」というような言い方をし
ています。
　そして，具体的にこの事案で問題になった
のが，通路上の上空の敷地を利用して建物を
建てる際に建ぺい率などを利用したかどうか
という点が問題になっているというふうに捉
えますと，これは，資産価値を享受したとい
うような，財産の価値ということの財産税的
な捉え方と同時に，そこから得られる収益と
いうものを念頭に置いている。そのような捉
え方もできるのではないかと考えました。
　そのように捉えますと，一般に，受益の可
能性といっている「受益」の中身とは何かと
いうことになりますと，第Ⅲ章の価格のとこ
ろでも，いくつかの裁判例では，これが抽象
的な意味での財産価値の享受そのものを指し
ているのか，それとも，使用収益のようにも
う少し具体的なものを指しているのかという
辺りについて，結局，判決としても特に踏み
込んで判断をせずに，広い意味で「受益」と
いう言葉を使っていると，裁判例を分析した
結果としては理解をいたしました。
　さらにもっと踏み込んだ見解があるのかも

しれませんが，今回の私の論文の中では，こ
の「受益」の捉え方が，あまり裁判例の中で
は明らかにされていないのではないかという
結論に至ったということでございます。
谷口　どうもありがとうございました。

応益原則に立脚する固定資産税の法的根拠

髙橋　ありがとうございました。続きまして，
今度は応益原則に関する質問が来ております
ので，そちらの方にまいりたいと思います。
関東地区の西山会員から，応益原則に立脚す
る固定資産税の法的根拠，あるいは法規範性
に関する質問が来ております。西山会員，よ
ろしくお願いいたします。
西山　関東地区の西山です。たびたび失礼し
ます。伊川会員の報告をお伺いしまして，財
産税としての固定資産税ということは理解し
ていたのですが，収益税的側面や取引税的側
面などのとても複雑な，複層的な性質を認識
することができました。ありがとうございま
す。
　質問したいのは，『税法学』310頁左側の，
最終的に，応益原則に立脚する固定資産とい
う位置付けをされていることについてです。
　これは，田中会員の報告とも関係するので
すが，田中会員は，地方税における応益原則
の法的根拠については慎重な検討が必要だと
指摘されています。応益原則に立脚する固定
資産税と位置付けられることについて，その
法的根拠や法規範性をどのようにお考えにな
るでしょうか。
　もしこの規範性が確固としたものであれば，
伊川会員がおっしゃっているように，応益性
と関係のない非課税や減免措置は不合理だと
して，見直しの正当性が強まるかと思うので
すけれども，いかがでしょうか。よろしくお
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願いいたします。
伊川　西山先生，どうもご質問ありがとうご
ざいました。まず，応益原則が固定資産税を
論拠付ける原理原則となり得るかという点に
つきまして『税法学』310頁の「おわりに」の
ところでは，一般的にこのように理解をされ
ているという趣旨で書きましたが，論文の整
理の中では，非課税や減免といった制度が応
益原則と結び付ける，反映されているという
ような評価もしております。
　まず，応益原則の捉え方につきましては，
私も田中先生と同じように，これは税負担の
配分原則ではなくて，課税を根拠付ける原則
にはなり得るというような，その程度の理解
はしております。
　その場合，先ほどの谷口理事長との間での
やりとりの中でもありましたように，応益原
則という場合の「受益」の中身とは何かとい
うのが２通りあり得るということで，この点
が十分明らかにはされていないというのが私
の見解です。ただ，一般的にいわれるところ
では，固定資産を所有する所有者の資産価値
が，行政サービスの享受によって上昇する。
それに対する課税だというような一般的な理
解になっていることを，まず前提にしている
ということです。
　その上で，固定資産税が応益原則に立脚す
る法的根拠があるかどうかについては，これ
についても，直接的にこういった法的根拠が
明確に見いだされるかといいますと，そこま
でのものはないのではないかと考えています。
ただし，例えば非課税の規定などを見ますと，
非課税要件をどのように理解するかというこ
ととの関係で，応益原則というものを見いだ
すことが可能ではないかと考えております。
　それにつきまして，非課税の規定の要件は

公共性・公益性が主な内容になっていますけ
れども，多くの非課税規定の要件は，「不特定
多数人の利用に供する」というような文言が
かなり使われています。ここの要件の理解と
して，不特定多数人の利用に供するのだから，
その固定資産は公益性があるという評価も可
能ですし，もう一つ，不特定多数人の利用に
供するので，その所有者の当該固定資産の利
用が制限されるという意味でも捉え得る。
　そうしますと，後者の考え方に立つ場合に
は，本来，その固定資産の利用によって利益
が得られる。それは，地方団体の行政サービ
スとの一定の緩やかな関係性が見いだされる。
それが制限されているということを理由にし
て，非課税という位置付けがされている。こ
のような理解に立つということになれば，そ
ういうような考え方に基づいて，この非課税
というものが応益原則ということと結び付け
られるのではないかと考えています。
　そして，規範性として確固たるものかとい
われますと，この点につきましては，非課税
規定が実際にどのような内容なのか。非課税
規定は非常に多岐にわたっていますが，これ
をどのように解釈すべきかということは，実
は今，別の論文で検討している最中でして，
まだ十分な答えを自分の中で出せていないの
ですが，例えば，「専ら公共の用に供する」
や，あるいは「直接公共の用に供する」など
のさまざまな文言が用いられている。あるい
は，そういった「専ら」や「直接」という限
定を付けずに，単に「公共の用に供する」と
いう文言も使われている。
　その辺り，非課税規定というのを一緒くた
に捉えていいのか，それとも「直接」「専ら」
といった文言によって，その非課税の内容と
か根拠というものが区別されるのかについて
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はもう少し検討が必要だと考えていますので，
法規範性の程度ということについては，現時
点ではお答えは保留させていただきたいと思
います。
　ただし，応益性と関係のない非課税や減免
は不合理といえるかどうかにつきましては，
非課税もそうですし，特に減免措置の場合に
は，かなり政策的な場合が含まれますので，
この場合は，応益性と関係がないというケー
スもかなり出てきます。ですから，応益原則
と非課税規定というのは常に関係性があると
いうわけではなくて，そのように結び付きを
見いだせる場合があるという理解をしている
ということで，お答えとさせていただければ
と思います。
西山　ありがとうございます。ご準備中の論
文，楽しみにしております。

固定資産税の非課税の範囲

髙橋　ありがとうございました。今繰り返し
出ております非課税に関する質問が他にもい
くつか出ております。この点についてさらに
深掘りということで，まず関西地区の野一色
会員から，固定資産税の非課税の限定につい
ての考慮事項について質問が来ています。今
の答えと少し関連すると思いますけれども，
よろしくお願いします。
野一色　伊川先生，ご報告ありがとうござい
ました。関西地区の野一色と申します。よろ
しくお願いします。質問フォームに沿ってご
質問申し上げます。
　固定資産税の非課税について，ご教示をお
願いします。非課税の範囲が限定されている
とのご説明（『税法学』287頁）を前提としま
すと，３号の「宗教法人が専らその本来の用
に供する」に該当するものは限定されるもの

と思われますが，具体的にどのような点を考
慮し，判断すべきとお考えでしょうか。
　例えば，固定資産税が市町村の大きな財源
であること（『税法学』285頁）との点を踏ま
え，宗教法人の施設と，例えば287頁の東京高
判平成20年１月23日で言われております「地
域住民」との関係を考慮するということでし
ょうか。今後ご検討ということもありますが，
ご教示をお願いいたします。
伊川　野一色会員，どうもご質問ありがとう
ございます。非課税の範囲，非課税の要件の
解釈が限定的であるという点について，まず
ここで書いておりますのは，この東京地裁平
成18年判決がこのような判断をしているとい
うことです。
　ただし，この判決に限らず，非課税規定の
適用を巡る事案においては，おおむね，この
３号に限らず他の規定でも，その解釈適用が
非常に限定的に行われているという一定の傾
向が見られます。
　これにつきましては，私自身は非常に疑問
を抱いておりまして，この論文では触れてい
ないところですけれども，多くの裁判例で非
課税要件の適用を限定的に解釈するというこ
との理由付けとしていわれているのが，まず
固定資産税は財産税の性質を有すること。そ
して，非課税規定が政策的な観点から例外的
に置かれているということを前提にして，納
税義務の公平な負担を考慮すると厳格な文理
解釈が求められる。
　さらに，目的外使用の場合は非課税としな
いという３項の規定に照らし，このような前
提で解釈をすると，それぞれの非課税規定は
限定的に判断すべきという判断がおおむねさ
れております。
　これにつきましては，なぜ財産税の性質が
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あると厳格に解釈しなければならないのかと
いう疑問が１点。それから，非課税規定が政
策的な観点から例外的に置かれているという
ことの評価ですが，この場合の「政策」とい
うのが，公共のために制限を受けているとい
う理解でいいますと，この「政策的」という
言葉の使い方もありますが，必ずしも政策的
であるために非課税を厳格に解釈して，その
範囲を限定的に捉えてよいというものでもな
いだろうと考えられます。
　これは，公用制限などの場面において，公
共のために財産の使用制限を受ける場合には
損失補償が支払われるという制度と対比して
考えますと，このような解釈は必ずしも適切
ではないと考えられます。
　税法の規定ですので，厳格に文理解釈をす
るという前提自体は当然だと考えますが，こ
の非課税規定の解釈に当たっては，非常に理
由を述べているようであまり十分な理由を示
さずに厳格な解釈がとられているという見方
が私の理解です。
　まず，そういうことが前提ですので，この
限定的な解釈というのは，私自身もまずその
理由を明らかにしなければならないと考えて
いますし，その理由が十分明らかでないので
あれば，こういった解釈はとるべきではない
と考えております。
　ご質問に対する回答からは少しそれてしま
うかもしれませんが，例えば，学校用地など
の非課税が争われている事例などでは，学校
や幼稚園などの認可も受けて，建物がほぼ完
成していて，数か月後には，その学校や幼稚
園が供用を開始することが目前とされている。
しかし賦課期日時点では，まだ現状は学校施
設として利用していないことを理由に非課税
とはしないという判断がいくつか出ておりま

すが，やはりこういった判断は，非常に実態
にも合わないので問題だと考えます。その原
因として，こういった厳格な解釈，限定的な
解釈は非常に問題があると私は考えています。
そういう観点から申し上げますと，野一色会
員のご質問に対しましては，むしろ，そうい
った要件の解釈をもう一度見つめ直して，よ
り具体的に要件の解釈適用を行って非課税の
判断をすべきだというのが私の回答となりま
す。ややご質問の趣旨からそれる回答になっ
ているかと思いますが，いかがでしょうか。
野一色　ありがとうございます。

非課税となる場合の立証責任

髙橋　では，非課税に関する少し違った見地
からの質問が，関西地区の浦東会員から出て
おります。浦東会員，よろしくお願いします。
浦東　関西地区の浦東久男です。ご報告あり
がとうございました。質問をさせていただき
ます。
　たった今の質疑応答とも関連するのですけ
れども，裁判や課税の現場での立証責任につ
いてお尋ねしたいと思います。公共の用に供
する道路が非課税とされているということが，
解釈の問題としてご説明がありましたけれど
も，これは，課税団体が非課税ではないこと
を前提にして，あるいは確認して課税をする
べきなのか。あるいは，納税者が非課税に当
たるということを立証できた場合に，非課税
になると考えるべきなのか。条文の解釈とい
うよりは，現状，どちらが証拠を集めてきて
主張するのかという観点の疑問なのですけれ
ども，これはどのように考えたらよろしいで
しょうか。
　今まで行われた質疑応答とは，事実認定の
問題あるいは訴訟の主張上の問題で，全く別
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の話なのかもしれませんが，お考えをもし教
えていただけるのであればお聞きしたいと思
い，質問させていただきました。以上です。
伊川　浦東先生，どうもご質問ありがとうご
ざいました。この立証責任の問題につきまし
ては，ご質問をいただくまではそういった視
点で考えていませんでした。改めて考えてみ
ますと，まず，ご質問は非課税に関してです
が，減免の場面を考えてみますと，実際には，
やはり減免を要求する住民側から申請が必要
で，その申請に基づいて自治体側で承認・不
承認という回答をするという実務になってい
るかと思います。
　私もそのあたりの実務を十分承知している
わけではありませんので，非課税の場合はど
うなのかについて少し調べてみたのですが，
やはり非課税の場合でも，非課税の申請書を
出すというような実務になっているようです。
　この非課税申請書にどういった法的な意味
合いがあるかということにつきましては十分
存じ上げておりませんが，一般的な行政実務
の流れからしますと，非課税の申請が所有者
側からあって，自治体側でそれを調査し，最
終的に非課税とするかどうかという判断が行
われているという実態だということですが，
その所有者側からの申請の段階で，非課税の
要件のどれに当たるかということと，具体的
にどのような用途で使用しているかというこ
とを証明する書面などの添付も求められてい
るようです。
　そのように考えますと，非課税については，
抽象的に「こういう場合に非課税とする」と
いう要件になっていますので，一体どちらが
証明をするのか，どちらの立証が成功した場
合にどういう判断になるのかというのは，規
定上は明らかではないと思われます。しかし

そういった実務から考えますと，まずいった
んは所有者の側から申請をして，非課税では
ないという判断は課税団体が行うという順番
になるのではないかと思います。
　そうなりますと，非課税か否かの判断をす
る場面では，まずは納税者側からの申請があ
って，それを課税団体が判断するということ
になるのだと思いますが，裁判上の立証責任
ということになると，ここはそれが前提とな
っていますので，その要件に当てはまるかど
うかという判断は，これは固定資産税が賦課
課税だという点もありますけれども，基本的
にはやはり課税団体が負うと理解することに
なるのではないかと考えられます。
　ただ，この点は，私自身も十分な検討をし
たわけではありませんので，あくまでも実態
からこのように考えられるお答えであるとい
うことで，ご理解いただけたらと思います。
浦東　どうもありがとうございました。よく
分かりました。

新たな財産評価基準の立法について

髙橋　ありがとうございました。続きまして，
今度は評価の方に入っていきたいと思います。
まず立法論的な議論ということで，中部地区
の森田会員から，一般的な財産評価基準の立
法の是非を問う質問が来ております。森田会
員，よろしくお願いします。
森田　中部地区の森田です。私の質問は，昨
日馬場先生に対する質問で出ましたけれども，
固定資産の評価基準と相続税の財産評価通達
で，同じ「時価」という概念を用いながらも
違う基準で，結果も当然違ってくるという点
についてです。
　同じ「時価」という概念を扱っていながら，
これはおかしいのではないかという疑問があ
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りまして，これは全くの純粋な立法論なので
すけれども，いっそのこと，相続税の財産評
価基本通達というものも固定資産の評価基準
も両方とも一度廃止してしまって，財産評価
に関して税法全般に横断的に適用する財産評
価法や財産評価基準法といったものを立法す
る。そして，それに従って出された時価の数
値というものを，その対象財産の時価と推定
する。違うのだと主張する者は，それを覆さ
なければいけないという立法をすればいいの
ではないかということを，私は本気で提言し
たいと考えているのですが，そういう私の提
言に対して，先生のご意見をお伺いしたいで
す。
伊川　森田会員，どうもご質問ありがとうご
ざいます。現在こういった評価に関して，少
なくとも固定資産税評価の問題，さらには，
同じ「評価」や「時価」ということを扱って
いながら，相続税の財産評価基本通達と，そ
れぞれ基準などにおいていろいろ違う部分が
ある。「時価」と同じ言葉を使っていても，ば
らばらでいいのかという問題意識は，率直に
私もそのとおりだと思います。そして，その
問題の解決の仕方ですけれども，これをでき
るだけ明確化すべきだということについても
賛同いたします。
　昨日の報告の最後で，時間の関係で端折り
ましたが，現在，特に固定資産税を巡る評価，
あるいは課税実務に関して，自治体側が負け
続けているという状況があります。
　そして，何年もさかのぼって返還をしたり，
あるいは国家賠償請求をされているという実
態があるわけですけれども，やはりその大き
な原因は，現在の固定資産評価の基準もそう
ですし，具体的な内容が非常に複雑であると
いうことだと思います。

　納税者が争って勝って，それでよいかとい
うと，究極的にいえば，やはり自治体側がい
ったん確定した財源の中から，さらに何年も
さかのぼって返還することや賠償金を払うこ
とは，住民にとっても損失になる部分が非常
に大きいので，そういった現在起きている問
題の解決としては，簡素化ということが必要
だろうと思います。
　その簡素化をする場合に，法形式としては
現在の告示でいいかどうかというのは，昨日
も議論がありましたけれども，いろいろと細
分化している基準が実態に合わせて正確な評
価をするという意味では，改正が困難な法律
よりも告示の方がいいという面もあるでしょ
う。ただやはり基準というのは，法律で示し
た上でより具体化を図っていくという方向が，
本来のあるべき姿ではないかと思います。
　そういう意味で，具体的にこれをどのよう
にしていくかということは考えなければなら
ないですが，評価法が定める内容を適正な額
として推計する。その推計を巡って争うとい
う方向性については，アイデアとして十分検
討していくべきではないかと考えます。結論
的には，森田先生の方向性に賛同いたします。
以上です。
森田　大変ご丁寧なご回答，どうもありがと
うございました。

最高裁平成25年７月12日判決に関して

髙橋　ありがとうございました。それでは今
度は，先ほどお話がありました固定資産税の
解釈論の方にまいりたいと思います。昨日の
研究報告１の報告者である中部地区の馬場会
員から，最高裁の平成25年７月12日判決の15
年６月26日判決に対する影響，特段の事情，
土地と建物の考え方についての異同などにつ
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いて質問が来ております。馬場会員，よろし
くお願いします。
馬場　中部地区の馬場でございます。私の質
問は，いずれも最高裁平成25年７月12日判決
の評価に関するものです。
　一つ目，これは先ほどの谷口先生との質疑
応答の中で明らかになった部分があるように
思いますが，確認のために質問いたします。
伊川先生は，『税法学』583号304頁で，裁判例
を分析された上で，評価基準の定める評価方
法に従っているかどうかが決定的な地位を占
めるに至っていると書かれています。そのよ
うな判断枠組み自体は肯定的に評価すべきな
のかどうかということです。
　特に，最高裁平成25年７月12日判決は，平
成15年６月26日判決が示した「適正な時価と
登録価格を比較する」という審理の仕方が当
てはまる場面を相当限定し，事実上封じ込め
たようにも読めます。それはそれでよかった
のか，それとも，より柔軟な争い方を許容し
ていく方が望ましいのかという点について，
先生のご意見を伺えればと存じます。
　二つ目，伊川先生が『税法学』583号298頁
以下で整理されているとおり，平成30年７月
17日判決と平成31年４月９日判決は，平成25
年７月12日判決でいう「特別の事情」の存否
を争点にしておりません。
　今後は，評価基準に定める評価方法に従っ
て決定される価格と登録価格の比較が主戦場
になると思います。それでは反対に，「特別の
事情」が争点になる事例としては，どのよう
なものが想定できるのか。既に何か議論があ
ればご教示ください。
　三つ目です。最高裁の平成25年判決は，「土
地の基準年度に係る賦課期日における登録価
格の決定が違法となるのは」という言い方を

しております。
　伊川先生は『税法学』583号303頁で，家屋
に関する令和元年７月16日判決も同列の系譜
に属すると整理されておられますが，土地と
建物で考え方に違いがあり得るかどうかとい
う点についてお考えをお聞かせください。
伊川　馬場会員，ご質問ありがとうございま
した。最高裁の25年判決についてのご質問を
三つまとめてご回答させていただきたいと思
います。
　まず１点目の評価基準に沿った判断枠組み
というのを肯定的に評価すべきかどうかとい
う点については，私は，肯定的に評価すべき
だろうと考えています。
　さらにそれが，15年判決の示した枠組みを
限定したというふうに理解するのがよいかど
うかという点につきましては，いろいろ評価
はあり得るとは思います。私としては，先ほ
ども谷口理事長との質疑の中で触れましたけ
れども，適正な時価というものが本当の意味
で適正な時価を表しているかどうかという点
が非常に曖昧であるという実態を前提とする
と，適正な時価ということを基準とするより
も，評価基準と登録価格との比較ということ
が，この問題の判断として適正ではないかと
考えます。そういう意味では，こういった考
え方は肯定的に評価すべきではないかと考え
ています。
　そして，これは馬場先生の整理ともつなが
るかと思いますけれども，平成15年判決は，
当事者の主張の中でも，適正な時価と登録価
格を比較して争っているという事例ですが，
25年判決は，登録価格と固定資産税評価額と
を比較して争われている。そして，その後の
30年，31年，令和元年等々の判決も，あまり
適正な時価との比較という争いではなくて，
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登録価格と評価基準との対比という点で当事
者も争っていますし，裁判所もそういった判
断をしているというふうに整理できるのでは
ないかと思います。
　そういう点からしても，これは現象面とし
ての整理ですが，適正な時価という要件の地
位が相対的に低下していて，よりその評価基
準を中心に考える傾向にある。これは手続的
な統制という意味合いで，むしろより客観的
な判断がしやすいという意味で評価できるの
ではないかと考えています。
　それから２点目のご質問の，25年判決がい
う「特別の事情」につきましては，これはな
かなか，読んでいても実際にどのような場面
があるのか中身がよく分からない部分だと思
います。ですが私なりに，この部分で最高裁
がいっていることは，評価基準自体の合理性
が問われるケースがこれに当たるのではない
かと考えました。
　私が考えましたと言いましたけれども，そ
のように考えていくつか評釈を当たっていま
したら，平成25年判決についての石島弘先生
の『民商法雑誌』の評釈の中でそのような指
摘がされておりましたので，やはり，ここで
最高裁がいった「特別の事情」とは登録価格
が適正な時価を上回るという場合で，その前
提には，評価基準自体の内容が合理的でない
場合，あるいはそれが疑われる場合があると
いうふうに理解ができるのではないかと考え
ています。
　そして３点目の，土地と建物では違いがあ
るかどうかということについては，もちろん
土地と建物では価値が減価するかどうかとい
う違いはあるのですけれども，評価基準や評
価要領などで定められているさまざまな補正
などの要件を具体的に見ていますと，もちろ

んその性質は違うのですが，基本的には，固
定資産の特殊性や個性をいかに評価するか，
そこに補正をどうかけるかという点では共通
化していると理解できます。そのため，特に
この点での違いはないのではないかと考えて
います。
　そういう意味で，令和元年判決は，従来の
判決が土地に関するものであったものを，や
はり建物に関しても同じ枠組みで評価基準に
沿った判断をすべきということを，ある意味
確認的に判断をしたと理解ができるのではな
いかと考えています。以上です。
馬場　ありがとうございました。

未経過固定資産税等の取扱い

髙橋　それでは，次にまいりたいと思います。
中部地区の竹本会員から，昨日のご報告では
あまり触れられなかった未経過固定資産税等
の取扱いについて，補足説明が必要だという
ご意見が来ております。竹本会員，よろしく
お願いします。
竹本　中部地区の竹本です。先生のご報告，
固定資産税を巡る紛争について，その性質に
照らした検討をしていただきました。ありが
とうございます。
　私の方からは，昨日の発表では時間の都合
上かなり急がれた，Ⅳ章の未経過固定資産税
等の所得税法上の取扱いについて質問させて
いただきます。私は，ご論考の先生のご意見
に全く賛成をするものなのですけれども，ま
ずは，時間の都合上述べられなかった部分に
ついて補足をしていただきたいと考えており
ます。
　特にその中で，私としては，最高裁昭和47
年１月25日判決の判旨に基づいて，年の中途
における固定資産税相当額の売主・買主間に
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おける清算金についても，確かにこれは固定
資産税そのものではないものの，資産の譲渡
対価とは全く別の性質であって，固定資産税
制度を補充する意味を持った私人間の合理的
調整金であるとの理解をしています。
　先生と全く一緒だと思うのですけれども，
この点について谷口理事長が，上記昭和47年
最判の評釈を『租税判例百選』でされていま
すし，その評釈において，東京高判の平成26
年４月９日判決についても触れられています。
ぜひ谷口理事長の見解もお聞かせいただける
とありがたいと思います。よろしくお願いし
ます。
伊川　これは，まず私が答えて，谷口先生に
伺うという順番でよろしいですか。
髙橋　次の質問が実は谷口会員からの質問な
ので，そこで併せてお答えいただく，という
ことでございます。よろしくお願いします
伊川　はい，分かりました。竹本先生，どう
もご質問ありがとうございました。この未経
過固定資産税の問題も，今回の論文で固定資
産を巡る問題ということで取り上げた一つで，
時間の関係で端折ってしまって申し訳なかっ
たのですが，私の理解としても，竹本先生と
同じ考え方だということになります。
　論文の方では，これを買主が支払った場合
に，不動産業を行っている事業者の不動産所
得の必要経費に含められるかどうかという問
題と，売主がそれを受け取った場合に，譲渡
収入金額に含めるかどうかという二つの論点
として紹介いたしました。
　前者の買い主が支払った場合は，判決や一
般的な評釈などでは，これが固定資産税その
ものかどうかということが問題となっていて，
それで否定をされているわけですけれども，
ここは，私としては，必要経費に当たるかど

うかということが争われているのですから，
37条１項の「所得を生ずべき業務遂行上必要
な支出」かどうかという観点で考えた上で，
不動産仲介業を行う上で必要な支出であった
と位置付けることによって，必要経費該当性
を認められるのではないかということです。
　そして後者の，売主がこれを受領した場合
の取扱いにつきましては，最高裁の昭和47年
判決をベースにすれば，当事者の合意による
調整金ということになります。それとは別の
検討もこの論文の中でしていますけれども，
譲渡所得とはどういうものかということで考
えますと，判例通説である増加益清算課税説
によれば，譲渡所得というのは資産の値上が
り益であるとされています。値上がり益の部
分が譲渡所得なのであって，それと明確に区
別できる調整金のようなものがあれば，それ
は譲渡所得の性質ではないというふうに整理
できる。
　ただ，実務では，全部ひっくるめて譲渡所
得の収入金額に含めてしまうという取扱いも
あると理解しています。ただ，ここはやはり
当事者で，「これは譲渡対価で，それと区別し
て調整金だ」と明確に合意をして区別してい
るのであれば，それは所得区分としても分け
て取り扱うべきではないかと考え，両者を区
別すべきではないかという結論に至ったとい
うことです。
髙橋　ありがとうございます。では竹本会員
からは，谷口会員への質問も含まれておりま
すので，このまま谷口会員の質問に移りたい
と思います。清算金の法律構成に関するご質
問ということですが，谷口会員のご見解も含
めてお答えいただければと思います。よろし
くお願いします。
谷口　関西地区の谷口です。質問といいます
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か，むしろ私の見解について伊川先生のコメ
ントがあればということで，提出させていた
だきました。竹本先生からも質問がありまし
たので，手短に質問させていただきます。
　未経過固定資産税の清算金に係る課税上の
取扱いについて，ご報告では，当事者の合意
を尊重し，あるいは前提として判断する旨の
ご見解を述べられましたが，その点について
は私も同様に考えます。
　当事者の合意を尊重し，あるいは前提とす
るとなると，当事者の合意の解釈，すなわち
意思解釈が問題となると思われます。
　この問題は，税法の観点からすれば，課税
要件事実の認定の問題ですから，「表面的に存
在するように見える法律関係」ではなく「真
実に存在する法律関係」に即して事実認定を
行うべきだと考えるところですが，未経過固
定資産税に関する当事者の合意によって形成
される法律関係については，「表面的に存在す
るように見える法律関係」は売買契約による
法律関係であるものの，「真実に存在する法律
関係」は不当利得に係る法律関係であると解
されます。そのため，不当利得に係る法律関
係に即して事実認定を行い，未経過固定資産
税の清算金を不当利得の返還金として課税関
係を構成すべきではないかと考えております。
これは私の見解であり，質問ではありません
ので，もし伊川先生の方でコメントをいただ
けるのであればよろしくお願いいたします。
伊川　ありがとうございます。私としては，
先ほど述べましたように，これが譲渡所得の
収入金額に含まれるかということが争われて
いますので，譲渡所得の性質論から考えまし
た。
　ただ，その場合に前提となるのが当事者間
の合意で，事実としてどういった合意がされ

ているかということが，やはり客観的に問題
となると考えます。その点では，今，谷口理
事長からご説明のあったような理解と同じよ
うな考え方に立つことになると思います。以
上です。
谷口　どうもありがとうございました。
髙橋　ありがとうございました。竹本会員も
よろしいでしょうか。
竹本　ということは，谷口先生は平成26年の
高裁判決に反対という見解でよろしいでしょ
うか。
谷口　はい，私はそのように考えております。
固定資産税に関する最高裁判決をベースにし
て考えるとそのようになる，というのが私の
理解です。
竹本　ありがとうございました。安心しまし
た。
髙橋　10秒ほど時間をオーバーしましたけれ
ど，これで質問は全て終わりました。時間ど
おりでございます。最後に，報告者の先生方
から何かあれば一言ずつおっしゃっていただ
きたいと思いますけれども，特にございませ
んでしょうか。
伊川　私から，数秒で終わりますが一言だけ。
今回，この論文を書きまして，最後の未経過
固定資産税に関しては，ご質問をいただきま
せんでしたが，直接ご論考をお送りいただい
て，ご意見をいただいた会員の方もいらっし
ゃいます。この場をお借りしてお礼を申し上
げたいと思います。ありがとうございました。
以上です。
髙橋　ありがとうございました。それでは，
以上でシンポジウムを終わりにさせていただ
きたいと思います。盛大な拍手を，シンポジ
ストの先生方に，画面上の反応で示していた
だくとありがたいです。
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